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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　統合ショッピングカートを構成するためのサーバーの動作方法において、
　オンラインショップ又はユーザのモバイル機器から商品情報及び前記商品情報に対する
オフラインショップ情報を受信する過程と、
　受信された前記商品情報及び前記オフラインショップ情報を前記ユーザと関連づけられ
た統合ショッピングカートに登録する過程と、
　前記モバイル機器から位置情報を受信する過程と、
　前記位置情報に基づいて前記統合ショッピングカート内の商品を販売するオフラインシ
ョップが前記モバイル機器から一定距離内にあるのかを判断する過程と、
　前記判断の結果、前記オフラインショップが一定距離内にある場合、前記オフラインシ
ョップに対する情報を前記モバイル機器に伝送する過程と、を含み、
　前記モバイル機器から前記商品情報及び前記オフラインショップ情報を獲得する過程は
、
　前記モバイル機器によって認識されたバーコード又はＲＦＩＤタグを介して獲得した前
記商品情報及び前記オフラインショップ情報を受信する過程と、
　前記モバイル機器がユーザから獲得した前記商品情報及び前記オフラインショップ情報
を受信する過程と、
　前記モバイル機器が店員のモバイル機器から獲得した前記商品情報及び前記オフライン
ショップ情報を受信する過程と、のうち少なくとも１つを含むことを特徴とする方法。
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【請求項２】
　前記ユーザと関連づけられた統合ショッピングカートに登録する過程は、
　前記ユーザの要請に応じて前記統合ショッピングカートをデータベースに生成する過程
と、
　前記統合ショッピングカートに複数のオンラインショップ又は複数のオフラインショッ
プの複数の商品情報を貯蔵する過程と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記統合ショッピングカートの一部を第三者と共有する過程と、
　前記第三者によって前記統合ショッピングカート内の一部の商品を購入する過程と、を
含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　モバイル機器のショッピングサービスの提供方法において、
　商品情報及び前記商品情報に対するオフラインショップ情報を獲得する過程と、
　前記商品情報及び前記オフラインショップ情報を統合ショッピングカートサーバーに伝
送して前記統合ショッピングカートサーバーの統合ショッピングカートに前記商品情報及
び前記オフラインショップ情報を登録する過程と、
　位置情報を獲得する過程と、
　前記位置情報に応じて前記統合ショッピングカートサーバーからオフラインショップ情
報を受信する過程と、
　前記オフラインショップ情報を提供する過程と、を含み、
　前記商品情報及び前記オフラインショップ情報を獲得する過程は、
　バーコード又はＲＦＩＤタグを認識して前記商品情報及び前記オフラインショップ情報
を獲得する過程と、
　ユーザから前記商品情報及び前記オフラインショップ情報を獲得する過程と、
　店員のモバイル機器から前記商品情報及び前記オフラインショップ情報を獲得する過程
と、のうち少なくとも１つを含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記オフラインショップ情報を受信すると、アプリケーションを実行する過程と、
　実行された前記アプリケーションによって前記オフラインショップ情報に対する位置を
案内する過程と、を更に含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　統合ショッピングカートサーバー装置において、
　オンラインショップ又はユーザのモバイル機器から商品情報及び前記商品情報に対する
オフラインショップ情報を受信し、前記モバイル機器から位置情報を受信するインタフェ
ース部と、
　前記ユーザと関連づけられた統合ショッピングカートに受信された前記商品情報及び前
記オフラインショップ情報を貯蔵するデータベースと、
　前記位置情報に基づいて前記統合ショッピングカート内の商品を販売するオフラインシ
ョップが前記モバイル機器から一定距離内に位置するのかを判断し、前記判断の結果、前
記オフラインショップが一定距離内にある場合、前記インタフェース部を介して前記オフ
ラインショップに対する情報を前記モバイル機器に伝送する制御部と、を含み、
　前記インタフェース部は、前記モバイル機器によって認識されたバーコード又はＲＦＩ
Ｄタグを介して獲得した前記商品情報及び前記オフラインショップ情報を受信する、前記
モバイル機器がユーザから獲得した前記商品情報及び前記オフラインショップ情報を受信
する、又は前記モバイル機器が店員のモバイル機器から獲得した前記商品情報及び前記オ
フラインショップ情報を受信するのうち１つを含むことを特徴とする装置。
【請求項７】
　前記制御部は、
　前記ユーザの要請に応じて前記統合ショッピングカートをデータベースに生成し、前記
統合ショッピングカートに複数のオンラインショップ又は複数のオフラインショップの複
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数の商品情報を貯蔵することを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記統合ショッピングカートの一部を第三者と共有し、前記第三者によって前記統合シ
ョッピングカート内の一部の商品を購入するようにすることを特徴とする請求項６に記載
の装置。
【請求項９】
　モバイル機器において、
　ユーザから商品情報及びオフラインショップ情報を獲得する入力部と、
　商品情報及び前記商品情報に対するオフラインショップ情報を獲得し、前記商品情報及
び前記オフラインショップ情報を統合ショッピングカートサーバーに伝送する通信部と、
　前記統合ショッピングカートサーバーの統合ショッピングカートに前記商品情報及び前
記オフラインショップ情報を登録する制御部と、
　位置情報を獲得するＧＰＳ受信部と、
　前記位置情報に応じて前記統合ショッピングカートサーバーから受信されたオフライン
ショップ情報を表示する表示部と、を含み、
　前記制御部は、
　バーコード又はＲＦＩＤタグを認識して前記商品情報及び前記オフラインショップ情報
を獲得する、又は前記通信部を介して店員のモバイル機器から前記商品情報及び前記オフ
ラインショップ情報を受信することを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記オフラインショップ情報を受信すると、アプリケーションを実行し、実行された前
記アプリケーションによって前記オフラインショップ情報に対する位置を案内することを
特徴とする請求項９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はショッピングサービスの提供に関するものであり、特に多数のオンラインショッ
プでそれぞれ提供する商品情報、多数のオフラインショップに並んでいる商品に対する情
報、共有可能な第三者の関心商品に対する情報を統合ショッピングカートで管理し、前記
統合ショッピングカートを利用したショッピングサービスを提供するための方法、装置及
びそのシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
インターネットの発達によって電子商取引市場が形成され、オンラインショッピングを利
用する場合が急増している。商店に直接行かなくても、数回のクリックで望みの商品を購
入し望みの場所まで配送してもらうことはオンラインショッピングの大きな長所である。
各種の大型オンラインショップが成長しているが、各ショップは独立的に商品を管理して
おり、各ショップに属するショッピングカートは該当ショップの商品にのみ限定的に適用
可能である。また、オンラインショッピングの場合には直接商品を見ることができないた
め、材質や重さ、色など物理的な特徴を確認できず購入してから後悔する場合が時々ある
。
【０００３】
実際のオフラインショップではユーザが直接商品を見て購入するため、購入の満足度が一
般的に高い。
【０００４】
追加的に、伝統的なオンラインショップでは多様な商品を購入する際に使用する電子商取
引サイトのショッピングカートに各ユーザが購入する商品を追加し、購入可能性のある商
品を予約するか、ユーザの要請に応じて電子商取引サイトで商品を該当ショッピングカー
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トに配置するとユーザの購入パターンに応じて商品を推薦する。よって、伝統的なオンラ
インショッピングはネットワーク通信網を利用して電子商取引サーバーとクライアントＰ
Ｃを連結して該当商品情報を知能型ショッピングカートを介して提供し、電子商取引を利
用する多数のユーザに積極的なマーケティングを行って販促を誘導する効果を提供する。
【０００５】
しかし、電子商取引に特化したショッピングカートであるため、実際に商品を販売する商
店に対する情報や前記商店の商品在庫に対する付加情報を得ることが難しい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
よって、本発明は少なくとも上述した問題点及び／又は短所を解決するために後述する長
所を提供するように設計される。
【０００７】
本発明の目的は、多様なオンラインショップと該当商品を販売する実際の商店を連結する
統合ショッピングカートを利用したショッピングサービスの提供方法及びその装置を提供
することにある。
【０００８】
本発明の他の目的は、多様なオンラインショップと該当商品を販売する実際の商店を連結
する統合ショッピングカートを利用したショッピングサービスの提供システムを提供する
ことにある。
【０００９】
本発明のまた他の目的は、多様なオンラインショップと該当商品を販売する実際の商店を
連結する統合ショッピングカート機能を介してユーザにショッピング情報を提供するため
の方法及びその装置を提供することにある。
【００１０】
本発明の更に他の目的は、多様なオンラインショップと該当商品を販売する実際の商店を
連結する統合ショッピングカート機能を介してユーザにショッピング情報を提供するため
のシステムを提供することにある。
【００１１】
上述した目的を達成するための本発明の第１見地によると、統合ショッピングカートを構
成するためのサーバーの動作方法において、ユーザが通信機器を介してオンラインショッ
ピングをするのかを確認する過程と、前記ユーザのオンラインショッピングを監視する過
程と、前記監視に基づいて前記ユーザのオンラインショッピング情報を獲得する過程と、
前記ユーザのオンラインショッピング情報を貯蔵する過程と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
上述した目的を達成するための本発明の第２見地によると、モバイル機器における統合シ
ョッピングカートを利用したショッピングサービスの提供方法において、多数のオンライ
ンショップと多数のオフラインショップのうち少なくとも１ヶ所以上で販売する多数の商
品を統合管理するための統合ショッピングカートを構成する過程と、前記商品を販売する
オフラインショップが前記モバイル機器から一定距離内に位置するという通報をサーバー
から受信する過程と、前記通報に対応するお知らせメッセージを表示する過程と、前記商
品を販売するオフラインショップに前記モバイル機器のユーザを案内する（ｇｕｉｄｅ）
過程と、を含むことを特徴とする。
【００１３】
上述した目的を達成するための本発明の第３見地によると、サーバーにおける統合ショッ
ピングカートを利用したショッピングサービスの提供方法において、オンラインショップ
とオフラインショップで販売する商品を統合的に管理するための統合ショッピングカート
をデータベース化する過程と、モバイル機器の位置情報に基づいて前記統合ショッピング
カートに含まれている商品を販売する前記オフラインショップが前記モバイル機器から一
定距離内に位置するのかを確認する過程と、前記商品を販売するオフラインショップが前
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記モバイル機器から一定距離内に位置することを前記モバイル機器に知らせる過程と、を
含むことを特徴とする。
【００１４】
上述した目的を達成するための本発明の第４見地によると、統合ショッピングカートを構
成するためのサーバーの装置において、ユーザが通信機器を介してオンラインショッピン
グをするのかを確認し、前記ユーザのオンラインショッピングを監視し、前記監視に基づ
いて前記ユーザのオンラインショッピング情報を獲得する制御部と、前記ユーザのオンラ
インショッピング情報を貯蔵するデータベースと、を含むことを特徴とする。
【００１５】
上述した目的を達成するための本発明の第５見地によると、統合ショッピングカートを利
用したショッピングサービスを提供するための装置において、オンラインショップとオフ
ラインショップで販売する商品を統合的に管理するための統合ショッピングカートを生成
する制御部と、前記統合ショッピングカートの商品を販売するオフラインショップがユー
ザのモバイル機器から一定距離内に位置するのかをサーバーから通報される通信部と、前
記商品を販売する前記オフラインショップが前記モバイル機器から一定距離内に位置する
ことを知らせるお知らせメッセージを表示し、前記オフラインショップに移動する経路を
ディスプレーする表示部と、を含むことを特徴とする。
【００１６】
上述した目的を達成するための本発明の第６見地によると、統合ショッピングカートを利
用したショッピングサービスを提供するためのサーバー装置において、オンラインショッ
プとオフラインショップで販売する商品を統合的に管理するための統合ショッピングカー
トをデータベース化するデータベースと、前記統合ショッピングカートに含まれている商
品を販売するオフラインショップがモバイル機器から一定距離内に位置するのかを決定す
る制御部と、前記商品を販売するオフラインショップが前記モバイル機器から一定距離内
に位置することを前記モバイル機器に知らせるインタフェース部と、を含むことを特徴と
する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例による統合ショッピングカートを利用したショッピングサービス
提供システムを示す図である。
【図２】本発明の実施例による統合ショッピングカートを管理するためのスマートモバイ
ル機器の動作を示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施例による統合ショッピングカートを管理するためのサーバーの動作
を示すフローチャートである。
【図４】本発明の他の実施例による統合ショッピングカートを管理するためのサーバーの
動作を示すフローチャートである。
【図５】統合ショッピングカートを利用したショッピングサービスを提供するための統合
ショッピングカートサーバーの動作を示すフローチャートである。
【図６】統合ショッピングカートを利用したショッピングサービスを提供するためのユー
ザのスマートモバイル機器の動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施例による統合ショッピングカートの例を示す図である。
【図８】本発明の実施例による統合ショッピングカートの商品情報の例を示す図である。
【図９】本発明の実施例による統合ショッピングカートサーバー装置を示す図である。
【図１０】本発明の実施例によるスマートモバイル機器を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
図面において、参照番号は同じ部品、構成要素及び構造体を指すと理解される。
【００１９】
以下、本発明の好ましい実施例を添付した図面を参照して詳細に説明する。そして、本発
明を説明するに当たって、関連する公知機能或いは構成に対する具体的な説明が本発明の
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要旨を不明確にする恐れがあると判断される場合、その詳細な説明を省略する。また、後
述する用語は本発明における機能を考慮して定義されたものであり、これはユーザ、運用
者の意図又は慣例などによって異なり得る。よって、その定義は本明細書全般にかかる内
容に基づいて下されるべきである。
【００２０】
以下、本発明は統合ショッピングカートを利用したショッピングサービスの提供方法、装
置及びそのシステムについて説明する。
【００２１】
前記統合ショッピングカートを介し、多数のオンラインショップでそれぞれ提供する商品
情報と多数のオフラインショップに並んでいる商品に対する情報及び第三者のショッピン
グカートに含まれている商品に対する情報が統合管理される。
【００２２】
図１は、本発明の実施例による統合ショッピングカートを利用したショッピングサービス
提供システムを示す図である。
【００２３】
前記図１を参照すると、本発明はオンラインショップ１００、統合ショッピングカートサ
ーバー１２０、前記統合ショッピングカートサーバー１２０にオフラインショップ１６０
から望みの商品を提供されるためのスマートモバイル機器１１０、オフラインショップ１
６０、ＧＰＳ衛星装置１４０を含んで構成される。図１は一つのオンラインショップと一
つのオフラインショップを示しているが、本発明は多数のオンラインショップと多数のオ
フラインショップを含むシステムに適用可能である。
【００２４】
ユーザはコンピュータ又はノートブック又はスマートモバイル機器１１０などを使用し、
オンラインショップ１００から関心のある商品を統合ショッピングカートサーバー１２０
に提供する。この際、オンラインショップの種類、商品名、オプション、ＵＲＬ（Ｕｎｉ
ｆｉｒｏｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）、価格などの基本的な情報が統合ショ
ッピングカートサーバー１２０によって貯蔵される。
【００２５】
また、ユーザがオフラインショップ１６０でショッピングをする際に気に入った商品に対
する情報、例えば、商店名、商品の種類、商品名、商品のモデル、商店の住所又は位置情
報などをスマートモバイル機器１１０を介して認識し、前記統合ショッピングカートサー
バー１２０に提供する。例えば、ユーザはバーコード又はＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）タグ（ｔａｇ）を利用して商品情報を獲
得する。他の具現によって、ユーザが入力ウィンドウを介して直接商品に対する情報を登
録してもよい。
【００２６】
また他の具現によって、近距離通信又は赤外線通信に基づいて商店に並んでいる商品に対
する情報が貯蔵されている店員のモバイル機器からユーザのモバイル機器１１０に伝送さ
れ、統合ショッピングカートサーバー１２０に伝達される。ここで、ユーザのショッピン
グ情報はユーザがオンラインショッピングを終える際に一括に統合ショッピングカートサ
ーバー１２０に伝達されるか、ユーザのオンラインショッピング情報が発生するたびに統
合ショッピングカートサーバー１２０に伝達される。
【００２７】
更に他の具現によって、同じ商品がオンラインショップを介して販売されるかオフライン
ショップを介して販売される可能性があり、それによってユーザはインターネットを介し
てオンラインショップ１００で販売される商品に対する情報を獲得して統合ショッピング
カートサーバー１２０に提供し、同時に前記オンラインショップ１００を介して販売され
る商品に対するオフラインショップの情報を獲得して統合ショッピングカートサーバー１
２０に提供する。
【００２８】
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更に他の具現において、ユーザが統合ショッピングカートサーバー１２０にユーザのショ
ッピング情報を提供しなくても前記統合ショッピングカートサーバー１２０はユーザがイ
ンターネットを介してショッピングをする間にユーザをモニタリングして前記ユーザのオ
ンラインショッピング情報を獲得する。
【００２９】
加えて、ユーザは、オンラインショップ１００でショッピングカートに追加した商品を販
売するオフラインショップ１６０の位置をスマートモバイル機器１１０を介して容易に確
認することができる。また、オフラインショップでショッピングカートに入れた商品を販
売するオンラインショップの種類もスマートモバイル機器１１０を介して確認することが
でき、この際に登録されているオンラインショップ１００で販売される商品価格と登録さ
れているオフラインショップ１６０で販売される商品価格を比べることができる。
【００３０】
統合ショッピングカートサーバー１２０はユーザから位置情報を周期的に提供され、統合
ショッピングカートに追加した商品を販売する前記オフラインショップ１６０にユーザが
一定距離以上近くなると、そのことと該当オフラインショップに対する情報及び商品に対
する情報をユーザに提供する。
【００３１】
ユーザのスマートモバイル機器１１０は、統合ショッピングカートに登録した商品を販売
するオフラインショップの近くにいることを知らせる信号を統合ショッピングカートサー
バー１２０から提供されてそれをディスプレーするか効果音を鳴らせてユーザに知らせる
。
【００３２】
お知らせを受信した後、スマートモバイル機器１１０はマップ検索のようなアプリケーシ
ョンを実行して該当商店の位置をユーザに案内する。よって、ユーザは購入しようとする
商品を販売するオフラインショップ１６０の位置を容易に確認し商品を購入することがで
きる。
【００３３】
この際、ユーザの商品を直接確認して気に入らなければ統合ショッピングカートサーバー
１２０から商品を削除し、オフラインショップで販売する他の商品を新たに統合ショッピ
ングカートサーバー１２０に登録してもよい。
【００３４】
ユーザは統合ショッピングカートを必要に応じて生活用品のための統合ショッピングカー
ト、ファッション用品のための統合ショッピングカート、プレゼント用統合ショッピング
カートなどに区分して管理することができる。
【００３５】
また、第三者１３０と前記統合ショッピングカートを共有することで商品に対する意見を
第三者１３０と共有し、第三者１３０が代わりに購入することができる。
【００３６】
図２は、本発明の実施例による統合ショッピングカートを管理するためのスマートモバイ
ル機器の動作を示すフローチャートである。
【００３７】
前記図２を参照すると、スマートモバイル機器はステップ２００でユーザがオンラインシ
ョッピング又はオフラインショッピングをするのかを決定する。オンラインショッピング
であるとステップ２０２に進行し、スマートモバイル機器はオンラインショップにアクセ
スして購入又は関心のある商品を選択する。この際、前記オンラインショップで販売する
商品が同じくオフラインショップを介しても販売される場合、オフラインショップに対す
る情報を獲得される。
【００３８】
具現において、一つのオンラインショップで多数の商品を選択するか、或いは多数のオン
ラインショップにそれぞれアクセスして多用な商品を選択してもよい。
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【００３９】
もし、スマートモバイル機器はステップ２００でオンラインショッピングではない場合、
即ち、オフラインショップで販売する商品をショッピングする場合、ステップ２０４に進
行してオフラインショップで販売される商品のうちユーザの関心のある商品に対する情報
（商品名、モデル名、価格など）及び前記オフラインショップに対する情報（商店名、商
店の住所、商店の位置、ＵＲＬなど）を獲得する。ここで、前記商品に対する情報及び前
記オフラインショップに対する情報は、バーコード認識又はＲＦＩＤタグ又はユーザの直
接入力などを介して獲得される。
【００４０】
次に、前記スマートモバイル機器はステップ２０６で、獲得された商品に対する情報又は
オフラインショップに対する情報を統合ショッピングカートサーバーに提供し、ユーザの
統合ショッピングカートに登録する。ここで、ユーザが統合ショッピングカートに商品を
登録する前にユーザの統合ショッピングカートは既に生成されていると仮定する。ここで
、ステップ２０２乃至ステップ２０４はユーザのオンラインショッピング情報又はオフラ
インショップに対する情報を統合ショッピングカートサーバーに提供する別途のアプリケ
ーションを介して行われる。他の具現によって、ステップ２０２乃至ステップ２０４はス
マートフォン内部の別途のフラットフォームで構成されて行われる。
【００４１】
前記ステップ２０２及び前記ステップ２０４はユーザによって随時に行われ、そのたびに
ユーザのショッピングカートも更新される。
【００４２】
前記スマートモバイル機器はステップ２０８で、統合ショッピングカートに登録されてい
る商品を販売する他のオンラインショップ或いはオフラインショップに対する情報が更に
あるのかを確認し、情報が更にある際にはステップ２１０に進行し、情報がない際には該
当モードに進行する。
【００４３】
しかし、前記スマートモバイル機器は情報が更にある際、ステップ２１０で統合ショッピ
ングカートに登録するために統合ショッピングカートに登録されている商品に関するオン
ラインショップ又はオフラインショップに対する情報を統合ショッピングカートサーバー
に提供する。
【００４４】
図３は、本発明の実施例による統合ショッピングカートを管理するためのサーバーの動作
を示すフローチャートである。
【００４５】
前記図３を参照すると、統合ショッピングカートサーバーはステップ３００でユーザから
オンラインショップ又はオフラインショップで販売される商品に対する情報及びオンライ
ンショップ又はオフラインショップに対する情報を受信する。
【００４６】
次に、統合ショッピングカートサーバーはステップ３０２で受信された商品に対する情報
及びオンラインショップ又はオフラインショップに対する情報をユーザの統合ショッピン
グカートに貯蔵する。この際、統合ショッピングカートがユーザによって多数のカテゴリ
に分類される場合、例えば、生活用品のための統合ショッピングカート、ファッション用
品のための統合ショッピングカート、プレゼント用統合ショッピングカートなどに区分さ
れている場合、前記受信された商品に対する情報及びオンラインショップ又はオフライン
ショップに対する情報は該当統合ショッピングカートに貯蔵される。
【００４７】
統合ショッピングカートサーバーはステップ３０４で該当ユーザの統合ショッピングカー
トが共有されている場合、ステップ３０６で前記ユーザの統合ショッピングカートの一部
又は全体商品に対する情報を第三者に提供する。
【００４８】
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例えば、該当ユーザが自らの統合ショッピングカートに含まれている商品を第三者に購入
を依頼するために又は自らの統合ショッピングカートに含まれている商品に対する評価を
得るために、第三者に自らの統合ショッピングカートの一部又は全体の商品に対する情報
を提供する。
【００４９】
又は、前記ユーザが自らの統合ショッピングカートの一部又は全体を第三者がアクセスし
て見る権限を設定し、後に第３者が前記ユーザの統合ショッピングカートにアクセスして
統合ショッピングカートの商品情報を確認することができる。
【００５０】
前記ユーザの統合ショッピングカートがステップ３０４で共有されなければ、本発明の手
順を終了する。
【００５１】
図４は、本発明の他の実施例による統合ショッピングカートを管理するためのサーバーの
動作を示すフローチャートである。
【００５２】
前記図４を参照すると、統合ショッピングカートサーバーはステップ４００でユーザがオ
ンラインショッピングをするのかを確認し、ステップ４０２でユーザがオンラインショッ
ピングする間に続けてユーザのオンラインショッピングをモニタリングし、ステップ４０
４でユーザのオンラインショッピング情報（オンラインショップ又はオフラインショップ
のユーザの関心のある商品情報）を貯蔵する。
【００５３】
一方、ステップ４００乃至ステップ４０４は統合ショッピングカートサーバーがユーザの
オンラインショッピング情報又はオフラインショップに対する情報をモニタリングする別
途のアプリケーションを介して行われる。他の具現によって、ステップ４００乃至ステッ
プ４０４は別途のフラットフォームで構成されて行われてもよい。
【００５４】
図５は、統合ショッピングカートを利用したショッピングサービスを提供するための統合
ショッピングカートサーバーの動作を示すフローチャートである。
【００５５】
前記図５を参照すると、統合ショッピングカートサーバーはステップ５００でユーザの位
置情報を獲得する。
【００５６】
次に、統合ショッピングカートサーバーはステップ５０２でユーザの位置情報に基づいて
前記ユーザの統合ショッピングカート内の商品を販売するオフラインショップが前記ユー
ザの一定範囲内にあるのかを判断する。
【００５７】
前記オフラインショップが前記ユーザの一定範囲内にある場合、前記統合ショッピングカ
ートサーバーはステップ５０４に進行して前記ユーザに前記商品を販売するオフラインシ
ョップがあることを知らせる。
【００５８】
次に、前記統合ショッピングカートサーバーは、ステップ５０６で、前記オフラインショ
ップで販売する統合ショッピングカート内の商品に対する情報をユーザに提供する。
【００５９】
次に、前記統合ショッピングカートサーバーは、ステップ５０８で、前記オフラインショ
ップで該当商品がユーザによって購入されたのかを判断する。
【００６０】
前記オフラインショップで該当商品がユーザによって購入された場合、前記統合ショッピ
ングカートサーバーは、ステップ５１０に進行して前記ユーザの統合ショッピングカート
から該当商品に関する情報を削除する。
【００６１】
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図６は、本発明の実施例による統合ショッピングカートを利用したショッピングサービス
を提供するためのユーザのスマートモバイル機器の動作を示すフローチャートである。
【００６２】
前記図６を参照すると、スマートモバイル機器はステップ６００でユーザの位置情報を統
合ショッピングカートサーバーに提供する。前記ユーザの位置情報はスマートモバイル機
器内部のＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機を介し
て獲得されるか、ＬＢＳ（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）機能を介し
て獲得される。
【００６３】
次に、前記スマートモバイル機器はステップ６０２で統合ショッピングカートに登録され
ている商品のオフラインショップがユーザの一定範囲内に位置するのかを決定する。
【００６４】
前記オフラインショップがユーザの一定範囲内に位置する場合、前記スマートモバイル機
器はステップ６０４に進行してユーザに効果音と共に統合ショッピングカートに登録され
ている商品のオフラインショップがユーザの一定範囲内に位置することを知らせるメッセ
ージを出力する。
【００６５】
次に、前記スマートモバイル機器はステップ６０６でユーザが該当ショップに行きたいの
かを決定し、該当ショップに行きたい場合にはステップ６０８に進行して、マップ検索ア
プリケーションを介して該当ショップに移動する経路をユーザに案内する。
【００６６】
次に、前記スマートモバイル機器はステップ６１０で該当商品が気に入った場合、ステッ
プ６１２に進行して該当商品を前記オフラインショップで購入した後、それを統合ショッ
ピングカートサーバーに知らせる。
【００６７】
他の具現において、ユーザは価格を比べて前記該当商品を販売するオンラインショップを
介して購入してもよい。
【００６８】
しかし、該当商品が気に入らない場合、ステップ６１４に進行しそれを統合ショッピング
カートサーバーに知らせて前期該当商品を前記ユーザの統合ショッピングカートから削除
する。
【００６９】
図７は、本発明の実施例による統合ショッピングカートの例を示す図である。
【００７０】
前記図７を参照すると、ユーザは多様なオンラインショップ（Ａ，Ｂ，Ｃ）の商品を第１
統合ショッピングカート又は第２統合ショッピングカートにそれぞれ登録することができ
、そうすると統合ショッピングカートに各ショップの位置と細部情報が表示される（図８
を参照）。
【００７１】
また、オフラインショップ（Ｄ，Ｅ，Ｆ）でも商品情報をバーコード或いはＲＦＩＤタグ
などで認識して自らの統合ショッピングカートに入れて管理する。
【００７２】
前記統合ショッピングカートは同じ商品又は互いに異なる商品で構成される。例えば、第
１統合ショッピングカートはオンラインショップＡの商品Ａａ、オンラインショップＢの
商品Ｂｃ、オフラインショップＤの商品Ｄｅを含んで構成される。そして、第２統合ショ
ッピングカートはオンラインショップＡの商品Ａｂ、オンラインショップＣの商品Ｃｄ、
オフラインショップＥの商品Ｅｇ、オフラインショップＦの商品Ｆｉを含んで構成される
。
【００７３】
この際、一人のユーザが多様な統合ショッピングカートを生成することができるため、各
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統合ショッピングカートを必要に応じて第三者と共有して商品に対する情報を共有するか
、代理購入及び実際の商品の確認を頼むことができる。
【００７４】
図８は、本発明の実施例による統合ショッピングカートの商品情報の例を示す図である。
【００７５】
前記図８を参照すると、各統合ショッピングカートでは該当商品を登録した位置を示し、
各商品を登録したオンラインショップに自動的にアクセスするようにリンク（ＵＲＬ）を
一緒に含む。価格を比べて、ユーザの位置情報に基づいて前記製品を販売するオフライン
ショップにユーザを案内するために前記商品を販売するオンライン／オフラインショップ
を一緒に表示する。
【００７６】
図９は、本発明の実施例による統合ショッピングカートサーバー装置を示す図である。
【００７７】
前記図９を参照すると、統合ショッピングカートサーバーは制御部９００、データベース
９０２、インタフェース部９０４を含んで構成される。
【００７８】
前記制御部９００は全般的なサーバーを制御し、本発明でオンラインショップとオフライ
ンショップで販売される商品情報を統合管理するための統合ショッピングカートを管理す
る。
【００７９】
例えば、前記制御部９００は前記インタフェース部９０４を介してオンラインショップ又
はオフラインショップで販売される商品に対する情報及びオンラインショップ又はオフラ
インショップに対する情報をユーザから受信し、受信された商品に対する情報及びオンラ
インショップ又はオフラインショップに対する情報をデータベース９０２に貯蔵する。必
要に応じて、前記制御部９００は共有されたユーザの統合ショッピングカートの内容を他
のユーザ（例えば、第三者）に提供する。
【００８０】
また、前記制御部９００はユーザの位置情報に基づいてユーザにショッピング情報を提供
する。例えば、前記制御部９００はユーザの位置情報を獲得し、ユーザの位置情報に基づ
いて前記ユーザの統合ショッピングカート内の商品を販売するオフラインショップが前記
ユーザの一定範囲内にあるのかを判断してその結果をユーザに知らせる。そして、前記制
御部９００はオンラインショップ又はオフラインショップで該当商品がユーザによって購
入される際、前記ユーザの統合ショッピングカートから該当商品に関する情報を削除する
。
【００８１】
前記データベース９０２は前記制御部９００の制御下でユーザの統合ショッピングカート
をデータベース化し貯蔵管理する。
【００８２】
前記インタフェース部９０４は、制御部９００からのデータ信号又は制御信号をバックボ
ーン網を介してユーザに伝達するか、前記ユーザからデータ信号又は制御信号を前記制御
部９００に伝達する。
【００８３】
図１０は、本発明の実施例によるスマートモバイル機器を示す図である。
【００８４】
前記図１０を参照すると、スマートモバイル機器は制御部１０００、表示部１００２、入
力部１００４、ＧＰＳ受信部１００６及び通信部１００８を含んで構成される。
【００８５】
前記制御部１０００は全般的なスマートモバイル機器を制御する。本発明に加え、統合シ
ョッピングカートを利用してユーザのショッピングサービスを制御する。例えば、前記制
御部１０００は該当オンラインショップにアクセスして購入又は関心のある商品を選択し
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、前記商品に対する情報及び該当オンラインショップに対する情報を統合ショッピングカ
ートに登録する。この際、前記オンラインショップで販売する商品が同じくオフラインシ
ョップを介しても販売される場合、オフラインショップに対する情報を獲得される。
【００８６】
或いは、前記制御部１０００はユーザがオフラインショップで販売する商品をショッピン
グする場合、オフラインショップで販売される商品のうちユーザの関心のある商品に対す
る情報（商品名、モデル名、価格など）及び前記オフラインショップに対する情報（商店
名、商店の住所、商店の位置、ＵＲＬなど）を獲得し、それを統合ショッピングカートに
登録する。ここで、前記商品に対する情報及び前記オフラインショップに対する情報は、
バーコード認識又はＲＦＩＤタグ又はユーザの直接入力などを介して獲得される。
【００８７】
また、前記制御部１０００はＧＰＳ受信部１００６から提供されたユーザの位置情報を統
合ショッピングカートサーバーに提供する。そして、前記制御部１０００は統合ショッピ
ングカートに登録されている商品のオフラインショップが一定範囲内で発見される際、前
記表示部１００２を介して統合ショッピングカートに登録されている商品のオフラインシ
ョップが一定範囲内にあることを知らせるメッセージを出力する。前記制御部１０００は
、マップ検索アプリケーションを介してユーザに該当商店に移動する経路を案内する。前
記制御部１０００は該当商品を前記オフラインショップ又はオンラインショップで購入し
た後、購入可否を統合ショッピングカートサーバーに知らせる。前記制御部１００は該当
商品が気に入らない場合、それを統合ショッピングカートサーバーに知らせて該当商品を
前記ユーザの統合ショッピングカートから削除する。
【００８８】
前記表示部１００２はスマートモバイル機器が動作する際に発生する状態情報、多用な動
画像及び静止画像などをディスプレーする。前記表示部１００２としてはカラー液晶ディ
スプレー装置（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）を使用する。
本発明に加え、前記表示部１００２は前記制御部１０００の制御下で統合ショッピングカ
ートに登録されている商品のオフラインショップが一定範囲内で発見される際、統合ショ
ッピングカートに登録されている商品のオフラインショップが一定範囲内にあることを知
らせるメッセージを出力する。
【００８９】
前記入力部１００４は０～９の数字キーとメニュキー（ｍｅｎｕ）、キャンセルキー（削
除）、確認キー、通話キー（ＴＡＬＫ）、終了キー（ＥＮＤ）、インターネットアクセス
キー、ナビゲーションキー（上下左右）など多数の機能キーを具備し、ユーザが押すキー
に対応するキー入力データを前記制御部１０００に提供する。具現によって、前記入力部
１００４は前記表示部１００２のタッチスクリーンとして具現されてもよい。
【００９０】
前記ＧＰＳ受信部１００６はＧＰＳ衛星から現在の経緯度、速度、高度、方位を含む位置
情報を受信し、それを前記制御部１０００に提供する。
【００９１】
前記通信部１００８はアンテナを介して受信されるラジオ周波数（ＲＦ）信号を周波数下
降し基底帯域信号を処理して制御部１０００に提供するか、帯域信号を周波数上昇し前記
アンテナを介して送信する。例えば、ＣＤＭＡ通信方式を使用する場合、送信するデータ
をチャンネルコーディング（ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ）及び拡散（ｓｐｒｅａｄｉ
ｎｇ）する機能を行い、受信信号を逆拡散（ｄｅｓｐｒｅａｄｉｎｇ）及びチャンネル復
号（ｃｈａｎｎｅｌ　ｄｅｃｏｄｉｎｇ）する機能を行う。
【００９２】
本発明の請求項及び／又は明細書に記載された実施例による方法はハードウェア、ソフト
ウェア又はハードウェアとソフトウェアが組み合わせられた形態で具現される（ｉｍｐｌ
ｅｍｅｎｔｅｄ）。
【００９３】
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ソフトウェアとして具現する場合、一つ以上のプログラム（ソフトウェアモジュール）を
貯蔵するコンピュータで判読可能な貯蔵媒体が提供される。コンピュータで判読可能な貯
蔵媒体に貯蔵される一つ以上のプログラムは、電子装置（ｄｅｉｖｅｃｅ）内の一つ以上
のプロセッサによって実行可能に構成される（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｆｏｒ　ｅｘｅｃ
ｕｔｉｏｎ）一つ以上のプログラムは、電子装置に本発明の請求項及び／又は明細書に記
載された実施例による方法を実行させる命令語（ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ）を含む。
【００９４】
このようなプログラム（ソフトウェアモジュール、ソフトウェア）はランダムアクセスメ
モリ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュ（ｆｌａｓｈ）メモリ
を含む不揮発性（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ）メモリ、ロム（ＲＯＭ，Ｒｅａｄ　Ｏｎｌ
ｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、電気的消去可能プログラムロム（ＥＥＲＯＭ，Ｅｌｅｃｔｒｉｃａ
ｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）、磁気ディスク貯蔵装置（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｄｉｓｃ　ｓｔｏｒａｇｅ　ｄｅｖ
ｉｃｅ）、コンパクトディスクロム（ＣＤ－ＲＯＭ，Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ－ＲＯＭ
）、デジタル多目的ディスク（ＤＶＤｓ，Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ
ｓ）又は他の形の光学貯蔵装置、マグネチックカセット（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｃａｓｓｅ
ｔｔｅ）に貯蔵される。又は、それらの一部又は全部の組み合わせで構成されたメモリに
貯蔵されてもよい。また、それぞれの構成メモリは多数個含まれてもよい。
【００９５】
上述したように、オンラインショップの商品情報とオフラインショップの商品情報を統合
してユーザの関心のある商品に対する情報を管理することができるため、より効率的な統
合ショッピングリストとして活用することができる。
【００９６】
また、ユーザはオンラインショップで数回のクリックだけで望みの商品に対する情報を登
録し、後に位置情報に基づいて登録されている商品を販売する商店に対する情報をユーザ
に知らせることで、ユーザが商店で望みの商品を直接見て購入するため購入の満足度が高
い利点がある。
【００９７】
また、統合ショッピングカートを他のユーザと共有することで、ユーザは第三者が満足す
るプレゼントをするか第三者から満足のいくプレゼントをもらうことができる。
【００９８】
また、第三者とユーザの統合ショッピングカートを共有することで購入を頼むか商店や商
品に関する情報を交換することができ、第三者の代わりに商品を確認し、第三者に商品に
対する評価をすることができる。
【００９９】
また、ユーザは商店でショッピングをする際、商店や商品に関する情報を提供されてオン
ラインショッピングを介してショッピングカートに貯蔵した商品をオフラインショップで
確認してから購入を決定することができる。この際、オンラインショップでの商品の価格
とオフラインショップでの商品の価格を比べてユーザに提供するため、ユーザがより安く
ショッピングをすることができる。
【０１００】
一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施例について説明したが、本発明の範囲を逸脱
しない範囲内で多様な変形が可能であることはもちろんである。よって、本発明の範囲は
説明された実施例に限って決められてはならず、後述する特許請求の範囲だけでなく、こ
の特許請求の範囲と均等なものによって決められるべきである。
【符号の説明】
【０１０１】
　　１００　オンラインショップ
　　１１０　スマートモバイル機器
　　１２０　統合ショッピングカートサーバー
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　　１３０　第三者
　　１４０　ＧＰＳ衛星装置
　　１６０　オフラインショップ

【図１】 【図２】
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【図８】
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